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該当する申請に○を付けてください。

兵庫県証紙は貼らずに提出してください。
電子納付やキャッシュレス決裁での納付の場合は、
申請書類を提出し、不備がない状態となったのち
納付してください。

個人の方は、住民票記載の氏名と住所、
法人の方は登記簿記載の法人名、本店所在地を記入してください。
・(株)(有)などと省略しないでください。
・住所は住民票や登記簿記載のとおりに記入してください。
“一丁目１番１号”を“１－１－１”などと省略しないでください。

個人の方は空欄です。

氏名や法人名以外に使用する商号がある場合は、
その商号を記入してください。
商号がない場合は空欄です。

フロアや部屋番号も記入してください。

申請日（来庁日）を記入してください。

更新または変更登録の場合は、登録種別に○をし、登録番号を
記入してください。

該当する申請に○を付けてください。
・旅行業法第３条………………新規登録 ※旅行業者代理業含む

・ 〃  第６条の３第１項…更新登録
・ 〃  第６条の４第１項…変更登録

登録申請書(1)
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該当する申請に○を付けてください。

登録申請書(2)

フロアや部屋番号も記入してください。
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登録申請書(3)
該当する申請に○を付けてください。

旅行業者代理業者がない旅行業者は、
登録申請書(3)を提出する必要はありません

旅行業者代理業者の名称および、
本店所在地

フロアや部屋番号も記入してください。
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記入日を記入してください。

内容を確認し、
申請者にて記入してください。

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
※個人の場合

個人での申請と、法人での申請で、書式が異なります

個人用
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役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
※法人の場合

記入日を記入してください。

内容を確認し、
法人の代表者にて記入してください。

個人での申請と、法人での申請で、書式が異なります

法人用
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登記簿に名前が登載されている全役員（現任）分の
記入が必要です。
監査役や非常勤の方も、登記簿に登載されていれば必要です。

個人での申請と、法人での申請で、書式が異なります

法人用
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

別紙 ※法人の場合
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旅行業務に係る事業の計画(1)

法人設立後または事業開始後の沿革と事業内容、
事業開始年月日を記入してください。
法人の場合、資本金額も記入してください（増資や減資がある
場合、それについても記入してください）。

発行済株式総数は、登記簿に記載されている
内容と一致します。

持ち株比率が高い順に記入してください。
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旅行業務に係る事業の計画(2)

兼業がない場合は、「無し」と記入してください。

非常勤役員はカウントしません。

「旅行業務にかかる組織の概要」に記入する人数と一致します。

実施する旅行業務について具体的に記入してください。
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旅行業務に係る事業の計画(3)

年間取引見込み額は、販売総額です。
・単位は百万円です。

目標収入は粗利です。
・単位は千円です。
左の年間取引見込額と単位が異なるので注意してください。

修学旅行の取扱有無を記入してください。

自社の募集型企画旅行を行っていて、
ブランド名がある場合は記入してください。

自社の募集型企画旅行を代売している
旅行業者がある場合は記入してください。

第三種旅行業者または地域限定旅行業者は、
募集型企画旅行を実施する市町村名を記入してください。

他社の募集型企画旅行商品を代売している場合は、
その商品を企画実施している旅行業者名について記入してください。
書ききれない場合は、別紙に記入して提出してください。
（別紙は任意様式）



10

旅行業務に係る事業の計画(4)

ない場合は、「無し」と記入してください。

ない場合は、「無し」と記入してください。

ある場合は、「有」、ない場合は「無」と記入してください。

提携する交通機関や旅行サービス手配業者等を記入して下さい。
書ききれない場合は、別紙に記入して提出してください。
（別紙は任意様式）
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旅行業務に係る組織の概要

旅行業務に係る事業の計画(2)と数字は一致します。
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・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・最近の事業年度における資産負債の明細書

・財産に関する調書及び調書作成びの資産負債の明細書【法人の場合】
申請前直近の事業年度における下記の書類
（★マークのものはいずれかを提出）
‣貸借対照表
‣損益計算書
‣株主資本等変動計算書
‣勘定科目内訳明細書
★公認会計士又は監査法人による監査証明書
★直近に申告した法人税の確定申告書「別表一」及び「別表四」の写し

【個人の場合】
財産に関する調書作成日の資産負債の明細書
例：残高証明書 ※直近のもの

固定資産評価証明書
不動産鑑定評価書 等

以下の書類の提出が必要です。

【基準資産額の算出方法】
基準資産額 ＝ 資産総額 － 繰延資産（創業費等）

－ 営業権
－ 負債の総額
－ 営業保証金額 又は 弁済業務保証金分担金額

※法人の場合･･･申請前直近の事業年度における確定決算書（貸借対照表）の金額から算出。
※個人の場合･･･「財産に関する調書」に計上された金額から算出。

（資産については残高証明書等によりその額を確認できるものに限ります。）

旅行業は、財産的基礎として基準資産額が、
第２種：７００万円以上、第３種：３００万円以上、地域限定：１００万円以上あることが必要です。

いずれか
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旅行業務取扱管理者選任一覧表

旅行業務取扱管理者本人の自宅住所を記入してください。

所長、営業部長、営業、
カウンター、社員など、
職位や地位を記入してください。

登録申請書（１）の主たる営業所の名称や
登録申請書（２）の営業所の名称と一致します。

【留意事項】
選任した旅行業務取扱管理者は、常勤
専任で就業するものとし、他の営業所との
兼任はできません。
ただし、地域限定旅行業者の営業所間の
距離が40キロメートル以下で、取扱額の
合計が1億円以下である場合には、複数
営業所で旅行業務取扱管理者を兼務で
きます。
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選任取扱管理者の履歴書

最後に、「現在に至る」と記入してください。

履歴書を作成した日を記入してください。

様式は任意ですが、
生年月日、住所、電話番号、職歴は必ず記入してください。

取扱管理者個人の住所、電話番号を記入してください。
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選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の
宣誓書

記入日を記入してください。

内容を確認し、
旅行業務取扱管理者にて記入してください。
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事故処理体制表

勤務する営業所の電話番号を
記入してください。

夜間、日・祝祭日等に連絡のつく
個人の携帯電話番号等を記入してください。
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営業所の付近図

最寄り駅やバス停から営業所へ向かう際に
目印となる建物等について記入してください。

営業所ごとに提出が必要です。

登録申請書（１）の主たる営業所や
登録申請書（２）の営業所の名称および住所と一致します。
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